
四日市市告示第１６５号  

 四日市市施設外就労促進事業費補助金交付要綱を次のように定める。  

  令和２年３月３１日  

                   四日市市長  森  智 広  

 

四日市市施設外就労促進事業費補助金交付要綱  

（目的）  

第１条 この要綱は、企業等の障害者雇用についての理解を深め、障害者雇用の促進

を図るため、就労継続支援事業所等による施設外での就労を受け入れる企業等に対

し、予算の範囲内で補助金を支給することについて、四日市市補助金等交付規則 (昭

和 57 年四日市市規則第 11 号 )に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。  

 （用語の定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。  

 （１）就労継続支援事業所等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する  

ための法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第１３項及び第１４項に規定  

する就労移行支援及び就労継続支援を行う事業所をいう。  

（２）施設外就労 就労移行支援事業、就労継続支援事業（A 型、B 型）における  

留意事項について（平成１９年４月２日障障発第 0402001 号）に定められてい  

るものをいう。  

 （３）企業等 市内企業又は市内において個人で事業を営んでいる者  

 （補助対象事業者）  

第３条 補助金の交付対象事業者（以下「事業者」という。）は、市内にある就労継続

支援事業所等からの施設外就労を初めて受け入れる企業等とする。  

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、事業者としな

い。  

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊

営業その他これらに類する業を行っているもの  

(2) その他市長が認めるもの  

（補助対象事業） 



第４条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、市内にある就労

継続支援事業所等と請負契約等を締結し、施設外就労を受け入れる事業とする。 

（補助金の額）  

第５条 補助金の額は、１事業者あたり月額６０，０００円とする。  

２ 就労継続支援事業所等の都合により、受け入れ開始から６か月以内に請負契約の

解除をした場合で、その解除日が月の末日以外の時の当該解除月の補助金の額につ

いては、当該月額をその月の現日数で除して得た額を基礎として日割りによって計

算する。  

３ 前項の規定により補助金を計算する場合において、千円未満の端数が生じたとき

は切り捨てる。  

（支給期間）  

第６条 補助金の支給期間は、施設外就労の受け入れを開始した日の属する月の翌月

（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）から原則として６か月以内

とする。  

（交付申請）  

第７条 補助金の交付を受けようとする事業者（以下「申請者」という。）は、四日市

市施設外就労促進事業費補助金交付申請書（第１号様式。以下「申請書」という。）

に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。  

（交付決定）  

第８条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合、その内容を審査し、

補助することが適当と認めたときは、速やかに四日市市施設外就労促進事業費補助

金交付決定通知書（第２号様式）により、交付しないと決定したときは四日市市施

設外就労促進事業費補助金不交付決定通知書（第３号様式）により、それぞれ申請

者に通知するものとする。  

２ 市長は、補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。  

 （計画変更）  

第９条 申請者が補助金の交付決定を受けた後において、補助事業等を変更（廃止及

び中止を含む。）しようとする場合は、直ちに市長に四日市市施設外就労促進事業費

補助金変更承認申請書（第４号様式。以下「変更承認申請書」という。）を提出し、

承認を受けなければならない。  

２ 市長は、前項の規定による変更承認申請書の提出があったときは、変更内容を審

査し、前条の規定による決定を変更することができる。  



（変更決定）  

第１０条 市長は、前条第２項の規定により、四日市市施設外就労促進事業費補助金

の交付の変更を承認したときは、四日市市施設外就労促進事業補助金変更交付決定

通知書（第５号様式）により申請者に通知するものとする。  

（実績報告）  

第１１条 申請者は、補助事業の支給期間の終了後、当該年度末までに四日市市施設

外就労促進事業費補助金実績報告書（第６号様式。以下「実績報告書」という。）に

必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。  

（補助金の交付）  

第１２条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当

と認めた場合は、申請者の請求により補助金を交付するものとする。  

２ 申請者は、前項の請求を行う場合は、四日市市施設外就労促進事業費補助金請求

書（第７号様式。以下「請求書」という。）により市長に請求するものとする。  

（補助金の返還）  

第１３条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、

補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるもの

とする。  

 (1) 偽りその他不正手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。 

 (2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

 (3) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。 

 (4) その他この要綱に違反したと認められるとき。  

（書類の整備）  

第１４条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかに

した帳簿を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後５年間、保管し

ておかなければならない。  

（調査）  

第１５条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めた

ときは、申請者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。  

（補助金の評価）  

第１６条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果につい

て十分に検証するものとする。  

２ 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その



他の適切な措置を講じるものとする。  

附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

（有効期限）  

２ この要綱は、第１４条の規定を除き、令和５年３月３１日限り、その効力を失う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第 7 条関係）  

  年  月  日  

 

四日市市長  

 

       郵便番号  

      所 在 地                

名  称                

代表者名                ㊞  

 

                   

四日市市施設外就労促進事業費補助金交付申請書  

 

 四日市市施設外就労促進事業費補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり

提出します。 

 

記  

 

１．補助金の交付申請額             円 

 

２．事業の概要  別紙 四日市市施設外就労計画内訳書のとおり。  

 

３．連絡先  

所  属   
担当者  

氏 名  
 

電  話   ＦＡＸ   

メールアドレス             ＠  

 

４．添付資料 

請負契約書等（写し） 

 



別紙（第７条関係） 

 

四日市市施設外就労計画内訳書 

 

１ 契約先 

名称 
 

代表者 
 

住所 
 

 

２ 施設外就労開始 
予定年月日 

 

３ 受け入れ人数 
・利用者    人 
・指導員    人 

４ 作業内容 

 

５ その他  

 

６  実施スケジュール 

作 業 項 目 等 
 

月 

 

月 

 

月 

 

月 

 

月 

 

月 

 

月 

 

月 

 

月 

 

月 

 

月 

 

月 
備  考 

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             



第２号様式（第８条関係）  

   第  号  

 

                     （申請者）  

住 所         

名 称         

代表者         

 

四日市市施設外就労促進事業費補助金交付決定通知書  

 

  年  月  日付けで交付申請のあった四日市市施設外就労促進事業費補助金に

ついては、四日市市施設外就労促進事業費補助金交付要綱第８条の規定に基づき、下

記のとおり交付することに決定したので通知します。  

 

  年  月  日  

四日市市長      印  

 

 

記  

 

 

１ 交付決定額       金          円  

 

２ 補助金交付の条件  

(1) 四日市市補助金等交付規則及び四日市市施設外就労促進事業費補助金交付要綱

の規定を遵守すること。  

(2) この補助金の交付に係る関係書類は、事業完了後５年間保存しなければならな

い。  

(3) この補助金の交付については、後日市が報告を求め、調査を行うことがある。  

 

 

 



第３号様式（第８条関係）  

    第  号  

 

                     （申請者）  

住 所         

名 称         

代表者         

 

四日市市施設外就労促進事業費補助金不交付決定通知書  

 

  年  月  日付けで交付申請のあった四日市市施設外就労促進事業費補助金に

ついては、四日市市施設外就労促進事業費補助金交付要綱第８条の規定に基づき、下

記とおり交付できませんので通知します。  

 

  年  月  日  

四日市市長     印  

 

記  

 

 

１ 不交付の理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第９条関係）  

年  月  日  

（あて先）  

四日市市長  

（申請者）         

住 所          

名 称          

代表者        印  

 

四日市市施設外就労促進事業費補助金変更承認申請書  

 

    年  月  日付け  第  号 で交付決定通知のあった四日市市施設外

就労促進事業費補助金について下記のとおり計画を変更したいので、四日市市施設外

就労促進事業費補助金交付要綱第９条の規定に基づき承認されたく申請します。  

 

記  

 

１ 補助金変更申請額   金          円  

 

２ 変更（中止）の理由  

 

３ 変更（中止）の内容  

 

４ 添付書類  

  ・変更請負契約書等（写）  

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第１０条関係）  

 第  号  

 

                     （申請者）  

住 所         

名 称         

代表者         

 

四日市市施設外就労促進事業費補助金変更交付決定通知書  

 

     年  月  日付けで変更承認申請のあった四日市市施設外就労促進事業

費補助金の変更を承認したので、四日市市施設外就労促進事業費補助金交付要綱第１

０条の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定したので通知します。  

 

  年  月  日  

四日市市長     印  

 

記  

 

 

１ 変更交付決定額   金          円  

 

２ 変更の内容  

 

３ 補助金交付の条件  

(1) 四日市市補助金等交付規則及び四日市市施設外就労促進事業費補助金交付要綱

の規定を遵守すること。  

(2) この補助金の交付に係る関係書類は、事業完了後５年間保存しなければならな

い。  

(3) この補助金の交付については、後日市が報告を求め、調査を行うことがある。  

 

 



第６号様式（第１１条関係）  

年  月  日  

（あて先）  

四日市市長  

（申請者）         

住 所          

名 称          

代表者        印  

 

四日市市施設外就労促進事業費補助金実績報告書  

 

    年  月  日付け  第  号 で交付決定を受けた四日市市施設外就労

促進事業を完了したので、四日市市施設外就労促進事業費補助金交付要綱第１１条の

規定に基づき、関係書類を添えて下記のとおり報告します。  

 

記  

 

１ 補助金額  

 

２ 事業実績及び効果  

・引き続き、施設外就労を 実施する・実施しない  

・今後、障害者を雇用する予定 あり・なし  

・その他  

 

 

３ 添付書類  

 （１）施設外就労実施報告書（別紙） 対象月分  

（２）その他市長が必要と認める書類  

 

 

 

 



 年 月分の施設外就労実績について、以下のとおり報告します。

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

　　　

　「就労時間」欄は、実働時間とし小数第１位まで記載すること。

　　　　「配置職員」欄は、職員氏名を記載するとともに、職員の施設外就労先での配置時間数を記載すること。

　

　　
　　

配
置
職
員

その他

実
施
日

※
○

契 約 先

障害の程度

身体・知的　(　重度・　重度以外)　・精神

身体・知的　(　重度・　重度以外)　・精神

身体・知的　(　重度・　重度以外)　・精神

身体・知的　(　重度・　重度以外)　・精神

身体・知的　(　重度・　重度以外)　・精神

名 称

代 表 者

住 所

計

作 業 内 容

利 用 者 数

就労時間（通常者）

利用者名

身体・知的　(　重度・　重度以外)　・精神

居住地（市町名）

(注）

　（別紙）

　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日

施設外就労実施報告書

利 用 者 名 簿

契 約 期 間



令和 年 6 月分の施設外就労実績について、以下のとおり報告します。

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

Ａ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

Ｂ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

Ｃ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

Ｄ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

Ｅ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

Ｆ

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

4 5 4 4 3 0 0 4 5 4 4 4 0 0 4 4 4 4 5 0 0 4 5 4 4 4 0 0 4 4 0

○○　○○ 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 2.0

○○　○○ 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2.0 5.0 3.0 5.0

　　　

　「就労時間」欄は、実働時間とし小数第１位まで記載すること。

　　　　「配置職員」欄は、職員氏名を記載するとともに、職員の施設外就労先での配置時間数を記載すること。

　

　　
　　

0.0

0.0

就労時間（通常者） 110.0

利 用 者 数 91

その他

配
置
職
員

65.0

45.0

0.0

実
施
日

※
〇

計

18

18

17

22

16

0

○○　○○ 身体・知的　(　重度・　重度以外)　・精神 四日市市

身体・知的　(　重度・　重度以外)　・精神

四日市市

○○　○○ 身体・知的　(　重度・　重度以外)　・精神 菰野町

○○　○○ 身体・知的　(　重度・　重度以外)　・精神 川越町

利用者名 障害の程度 居住地（市町名）

利 用 者 名 簿

〇〇　○○ 身体・知的　(　重度・　重度以外)　・精神 四日市市

○○　○○ 身体・知的　(　重度・　重度以外)　・精神

住 所 四日市市諏訪町１番５号

契 約 期 間 令和　　２年　　５月　２５日　～　令和　　６年　　５月　２４日

作 業 内 容 選別、袋詰め、ライン作業

(注）

　（別紙）

施設外就労実施報告書（記載例）

2

契 約 先

名 称 就労継続支援A型　○○

代 表 者 ●●　●●



第７号様式（第１２条関係）  

年  月  日  

（あて先）  

四日市市長  

（申請者）         

住 所          

名 称          

代表者        印  

 

 

四日市市施設外就労促進事業費補助金請求書  

 

 

    年  月  日付け  第  号  で交付決定を受けた四日市市施設外就

労促進事業費補助金について、四日市市施設外就労促進事業費補助金交付要綱第１２

条の規定に基づき、下記のとおり補助金を請求します。  

 

記  

 

 請求金額   金          円  

 

 

 

 ＜振り込み先＞  

    銀行名  ：  

    支店名  ：  

    口座区分 ：  

    口座番号 ：  

    口座名義 ：  

   （フリガナ）：  

 

 


